
    労働問題対処ノウハウ集 ７ 

会社が倒産したが、給料が心配  
・勤めている会社が倒産しそうだ。給料、退職金を確保したい。 
・勤めていた会社が倒産してしまった。給料は、誰にどのように請求したらよいか。 

基本のきほん 

◎倒産とはどういう状態？どんな問題が起きるのか？ 
  倒産とは、一言でいえば、会社が経営的に破綻した状

態をいいます。典型的なものは、破産宣告を受けたとか、

半年以内に手形や小切手の不渡りを２回出してしまい、

銀行取引の停止処分を受けて事実上の倒産に至った場

合等があります。 
  会社が倒産した場合、法律上の手続きをとらずに、債

権者が押しかけて財産を持ち出すなど、「早いもの勝

ち」の状態になる場合があります。よほど迅速・的確に

対応しないと、労働者は何も得るものがないことになり

かねません。 
 
◎会社の倒産処理と手続き 
  一口に倒産処理といっても、倒産企業を解体して清算

させる「清算型」と、倒産企業の再建を目的とした「再

建型」の２種類があります。 
また、処理の仕方により、裁判所を通じる法的整理と

裁判所を通じない任意整理があります。企業が倒産した

場合でも、労働者を解雇する場合は、客観的で合理的な

理由が必要ですし、解雇予告手当も支払う必要がありま

す。 
 ●破産（破産法） 
   債務者が支払不能又は債務超過などに陥った場合

にその財産関係を清算し、すべての債権者に公平な分

配をすることを目的とする裁判上の手続きです。裁判

所から選任された破産管財人が、財産の管理処分権を

持ちます。対象は法人、自然人です。 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

●民事再生（民事再生法） 
   経済的に窮境にある債務者について、その債権者の

多数の同意を得て、かつ、裁判所の認可を受けた再生

計画を定めて、会社の経営を再生する手続です。対象

は法人、自然人です。 
 ●会社更生（会社更生法） 
   放置しておけば、破産に追い込まれるおそれがある

が、再建の見込みがある株式会社について、関係者の

利害を調整しつつ、その企業の維持更正を図ることを

目的とします。 
●特別清算（会社法） 

   清算中の株式会社について、会社法に基づき、債務 

超過の疑いがある場合に、裁判所の監督のもとで清算手 
続を行います。 

 
●任意整理、内整理 

裁判所が関与しない倒産です。定められた手続はあり

ません。 
 

◎労働債権保護の限界 
労働者の未払賃金や退職金などの労働債権は、法律的

には、他の債権に優先して支払われることになっていま

すが（先取特権）、次のような場合はそちらの方が優先し

ます。 
 (1) 抵当権等担保がついている場合 

 (2) 国税や地方税、社会保険料が滞納になっている場合 

  

 

こんな対処法があります！ 

１ 会社が倒産した場合（しそうな場合）、会社との折衝

があります。 

  倒産という一刻を争う状況のなかで、労働者が１人で

会社と折衝することは、大変なことです。そこで労働組

合があれば（なければ結成又は加入して）、みんなでま

とまって会社と交渉していくのが一般的です。 

  ・未払賃金、退職金について確認書（未払労働債権確

認書）を使用者との間で取り交わす。 

  ・資産状況の調査に基づき、仮差押や先取特権による

強制執行等裁判上の保全手続きをとる。 

  ・会社との話合いにより、売掛金や動産の譲渡を受け

たり、不動産の担保をつけさせる。 

  ・解雇や事業所閉鎖などについて、労働組合の同意を

必要とさせる。 

  ・労働組合による事業所の使用、占有と組合活動の保

障についての協定書を結ぶ。 

２ 経営者がいない場合 

他の債権者と連絡をとり、経営者を捜します。倒産に

なった場合、社長が債権者からの追求を逃れるため、行

方をくらますこともよくあります。その場合には、残っ

た役員や管理職らに協力を求めて、前記「未払労働債権

確認書」などを作成してもらう方法があります。 

できる限りの資料を集めて、労働債権の回収を図るこ

とは十分に可能です。また、他の債権者や友人・親戚な

どを通じて社長の所在を捜し、責任をとってもらう方法

があります。 

３ 未払賃金立替払制度の利用 

  企業が倒産し、賃金が支払われないまま退職した労働

者に対して、その未払賃金の一定範囲について、労働者

健康安全機構が事業主に代わって立替払をする制度で

す。（使用者に対する貸付制度ではありません。）。 

 ●立替払を受けられる人（次の３つの条件を満たす） 

 裁判所を通じる場合 

（法律上倒産） 

裁判所を通じない場合 

（事実上の倒産） 

会社を継続させ

る場合(再建型) 

民事再生(民事再生法) 

会社更生(会社更生法) 

 
任意整理 

（私的整理、内整理） 

区  分 

会社を処分する

場合(清算型) 

破 産（破産法） 

特別清算（会社法） 

任意整理 

（私的整理、内整理） 

かながわ労働センター 



  ①労災保険の適用事業で１年以上事業活動を行って

きた企業に労働者として雇用されていたが、企業の

倒産に伴い退職し、その退職日の６か月前の日から

賃金又は退職金に未払いがあること。 

  ②裁判所に対する破産等の申立日（法律上の倒産の場

合）、又は労働基準監督署長に対する倒産の事実に

ついての認定申請日（事実上の倒産の場合）の６か

月前からその後２年間の間に、その企業を退職した

こと。 

  ③未払賃金額等について、破産管財人等の証明（法律

上の倒産の場合）、又は労働基準監督署の確認（事

実上の倒産の場合）を受けた人 

 ●立替払の対象となる未払賃金 

   ・退職の６か月前から労働者健康安全機構に対する

立替払請求日の前日までの間に、支払期日が到来

している定期賃金及び退職金（これ以外の賃金・

支給金は対象外） 

・ 立替払の範囲は、未払賃金総額の 80％ 

 （下表のとおり限度額あり） 

  

 

  ●請求手続き 

①法律上の倒産の場合 

   ・労働者健康安全機構に「立替払請求書」を提出。 

   ・その際、裁判所などの証明書を添付します。 

    労働者健康安全機構（医療企画・賃金援護部審査

課） 〒211-0021 川崎市中原区木月住吉町 1-1 

TEL044(431)8663 

  ②事実上の倒産の場合 

倒産企業の本社を管轄する労働基準監督署長に

「認定申請書」を提出して、企業の事業活動が停止

し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力が

ないことの認定を受けます。次いで、未払賃金額に

ついて認定を受けます。

 

 

 

 

 

 

●事実上の倒産のとき、立替払制度は簡単には認められない？急がないと手遅れになる？ 

労働基準監督署は、「本当に倒産したのか」「不払い額はいくらなのか」をきちんと調査してから事実上の倒産

の成否を認定を行います。したがって「労基署への申請」即「立替払い」というわけではありません。 

また、倒産認定だけでなく、未払額の認定も行いますので、労働者が実際の支払を受けるまでには、相当な期間

がかかってしまうのが実態です。手続を少しでも早く進めるには、労働基準監督署に１日でも早く連絡をとってあ

るがままを話し、指示に従いながら、関係書類を提出した方が良いでしょう。 

  立替払制度は最後の手段ですが、手続きの方は最初に手を付けておく必要がありそうです。 

できるだけ資料をそろえましょう 

倒産に伴う賃金不払いに対処するために、以下のような資料を入手しておくと役に立つことがあります。 

□決算関係書類(賃借対照表、損益計算書、財産目録、償却資産明細書等) 

  動産（商品、材料、機械、備品等）の状況については、財産目録や償却資産明細書等をチェックすると良いでしょう。 

□不動産（家屋、土地、建物） 

  地方法務局に行けば登記簿謄本がとれますので、所有権の移動や抵当権などの状況について、調べるとよいでしょう。 

□売掛金（相手方、金額、支払い時期） 

  売掛金台帳などの帳簿から、売掛金の状況を調べます。 

□退職金積立状況 

  退職金の積立状況は、財務諸表が入手できれば、ある程度把握できるし、中退共や社外積立型退職金などの場合は、

共済事業本部や提携先の金融機関に連絡して調べます。 

□その他、社長、役員の個人資産（土地、建物）の状況も参考になることがあります。 

□未払い額の確定 

  労働債権には、賃金、一時金（賞与）、退職金などがあります。労働債権を確定するには、賃金明細、賃金台帳、賃

金規定、一時金（賞与）規定、退職金規程などを集め、労働債権目録を作っておくと良いでしょう。また、経営者に、

「未払労働債権確認書」を作成してもらう必要もあります。できれば、会社の記名押印、社長の代表者印や社判で作成

してもらうと後の手続がスムーズです（代表者印の印鑑証明を添付してもらうのが一番良いのですが、印鑑証明は原本

がない場合はコピーでも良いですし、証明期間が過ぎたものでも構いません。要は、「未払労働債権確認書」に押印さ

れた代表者印が、真正な印影であることを確認できる証拠がそろっていれば良いのです。） 

 

お問合せ、ご相談は、下記の労働センターの労働相談窓口まで。  URL  http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/cnt/f7579/index.html         
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45 歳以上 

退職日現在の年齢 

30 歳以上 45 歳未満 

30 歳未満 

  未払賃金の上限額 立替払の上限額 

３７０万円 

２２０万円 

１１０万円 

２９６万円 

１７６万円 

８８万円 

※３７０万円×８０％＝２９６万円 

賃金の支払いの確保等に関する法律施行令に基づく上限額 


